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�愛媛県告示第１７４８号
介護保険法施行令等の一部を改正する政令（平成１８年政令第１５４

号）附則第１８条第２項第１号に規定する適格講習は、旧指定居宅サ

ービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第１９４条に規定

する講習会を指定する省令（平成１４年厚生労働省令第１２１号）によ

り厚生労働大臣の指定を受けた講習会とする。

平成１８年１２月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１７４９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成１８年１２月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

四国中央市具定町字分木乙６３の４、乙６３の５（以上２筆国有林）

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�愛媛県告示第１７５０号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２６条の３の規定により告示する。

平成１８年１２月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（西条地方局管内）

土居加入区 垣生南部加入区 禎瑞加入区

壬生川加入区

（宇和島地方局管内）

下灘第１加入区
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�愛媛県告示第１７５１号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第１項第

１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等補償法に基づ

く付保義務の発生（平成１４年１２月愛媛県告示第１９８４号）による保険

に付すべき義務は、平成１８年１２月１４日限り消滅したので、同条第２

項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）第２６

条の３の規定により告示する。

平成１８年１２月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（西条地方局管内）

土居加入区 垣生南部加入区 禎瑞加入区

壬生川加入区

（宇和島地方局管内）

下灘第１加入区

�愛媛県告示第１７５２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１２月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 介護保険法施行令等の一部を改正する政令附則第１８条第２項第１

号に規定する適格講習……………………………………………………１０４３

○ 保安林の指定の解除………………………………………………………１０４３

○ 付保義務の発生……………………………………………………………１０４３

○ 付保義務の消滅……………………………………………………………１０４３

○ 道路の区域変更（県道糸山公園線）……………………………………１０４３

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………１０４４

○ 都市計画事業の施行………………………………………………………１０４４

○ 都市計画事業の認可………………………………………………………１０４４

公 告

○ 採石業務管理者試験の合格者の発表……………………………………１０４４

告 示

毎週（火・金）曜日発行 第１８２１号 平成１８年１２月１５日

平成１８年１２月１５日金曜日 第１８２１号

愛 媛 県 報

１０４３



��������������

公 告
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�愛媛県告示第１７５４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第２項の規定による

都市計画事業の施行について、次のとおり公告する。

平成１８年１２月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画事業の種類及び名称

八幡浜都市計画道路事業

３・４・２白浜大平線

２ 施行者の名称

愛媛県

３ 事務所の所在地

松山市一番町四丁目４番地２

４ 事業地の所在

� 収用の部分

八幡浜市字白浜、字五位ヶ脇及び大平地内

� 使用の部分

なし
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�愛媛県告示第１７５５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画事業を認可した。

平成１８年１２月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 施行者の氏名

八幡浜市

２ 都市計画事業の種類及び名称

八幡浜都市計画道路事業

３・４・２ 白浜大平線

３・６・１ 産業通白浜線

一・小・二 白浜通り向灘線

３ 事業施行期間

平成１８年１２月１５日から

平成２３年３月３１日まで

４ 事業地

� 収用の部分

愛媛県八幡浜市 字白浜、字北白浜 地内

� 使用の部分

なし

�公 告

採石業務管理者試験の合格者の発表について

平成１８年１０月１３日に実施した採石業務管理者試験の合格者は、次

のとおりである。

平成１８年１２月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７５３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１２月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 糸山公園線
今治市波止浜字高部下１３番７から

同字１３番１７まで
平成１８年１２月１５日

受験番号

１１

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 糸山公園線
今治市波止浜字高部下１３番７から

同字１３番６まで

旧 １２．０～１２．５ ０．０２１

新 １２．０～２５．０ ０．０２１

平成１８年１２月１５日 発行

愛 媛 県 報平成１８年１２月１５日 第１８２１号
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